
排出者（消費者等）に対する周知・広報活動等について

平成３０年１２月１０日
経 済 産 業 省
環 境 省

資料３－１



◆ 専門家や消費者団体・自治体の意見も聴きながら、国、製造業者等、小売業者が連携して、新たな
ポスターを作成。同ポスターは、幅広い場において掲示してもらえるものとした。

◆ 家電量販店や地域電機店の店頭、国や自治体の公共施設、有識者の大学・会社、製造業者等の
オフィス・工場、消費者団体の事務所などにおいてポスターを積極的に掲示。

◆ 従来に引き続き、エアコンの買換えが多い夏場を重点広報期間と位置付けて、ポスターを活用。

①新しいポスターを活用した周知・広報活動

◆ 10月の３Ｒ推進月間を中心に、経済産業局・地方環境事務所等は、家電リサイクルプラント見学会
を実施し、地方の消費者団体・小売業者等に御参加いただいている。
＜実績＞平成27年度：７地方で10家電リサイクルプラント

平成28年度：７地方で８家電リサイクルプラント
平成29年度：８地方で10家電リサイクルプラント
平成30年度：８地方で９家電リサイクルプラント（予定）

③経済産業局・地方環境事務所等による家電リサイクルプラント見学会

◆ 経済産業局・地方環境事務所と商業組合との連携について、経済産業局・地方環境事務所は、都道
府県商業組合総会・理事会・消費者懇談会等で、小売業者や消費者等へ家電リサイクル法に係る説明・意見交換等を実施。
＜実績＞平成27年度：８回実施、 平成28年度：16回実施、 平成29年度：22回実施、 平成30年度：21回実施（予定）

②経済産業局・地方環境事務所と商業組合との連携

◆ 経済産業省と指定法人とが連携して、仕組みや排出方法について特設サイトにより情報発信。
◆ 政府広報とも連携し、ラジオ番組「秋元才加とJOYのWeekly Japan！！」による周知を行うととも

に、新聞社のサイト上でテキスト広告を表示するなどして従来より多くの方に経済産業省の特設サ
イトにアクセスしていただいた（通常は１日900～1,200件程度のアクセスであるところ、広告期間中は、初日は4,000件、その後は１日2,400～3,200件程度のアクセス）。

④Webサイトにおける情報発信や、政府広報との連携

各主体が連携した周知・広報活動の概要（平成30年度）
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排出シーン等に応じた周知・広報活動の展開

◆ 家電４品目は排出頻度が高くないことから、「排出を検討している者」に対して効果的に適正排出を訴求するため、指定法
人においてリスティング広告を重点的に実施（参考資料４参照）。

◆ 経済産業省・環境省においては、引越時や建物解体工事時にも、引っ越しや建物解体工事に先立ち家電４品目を適正排出
するよう、引っ越しを検討している者や解体工事発注者に向けた周知も実施。自治体を通じた周知のほか、引越業者や解体
工事業者を通じて、排出者に訴求。

※引越業者や解体工事業者に向けた法令遵守の周知・指導についての取組は資料３－３で紹介

①排出シーンに着目した周知・広報活動

◆ 経済産業省・環境省においては、従来の
周知・広報活動による訴求が届きにくかった、
家電４品目を使用している事業所に対する
周知・広報を実施。

◆ 各種の業界団体の協力を得て事業者に
リーフレットを送付したほか、経済産業省の
広報サイト「METI Journal」においても「あな
たの会社の家電、正しく処分できている？」を
配信。

◆ 賃貸住宅のオーナーに対して賃貸住宅の
備付けルームエアコンの適正排出を訴求す
るため、広告等も用いて周知。

②家電４品目を使用している事業所
に対する周知・広報活動

リーフレット表面 リーフレット裏面
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